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参考資料 

 ≪資料１≫ 

千葉県スポーツ推進審議会 委員名簿   

令和２年 6月 24日現在 

（敬称略） 

NO 氏      名  所  属 ・ 役  職  等 役職 

1 
大野 敬三 

（おおの けいぞう） 

公益財団法人千葉県スポーツ協会理事長 

公益財団法人日本スポーツ協会常務理事 
会長 

2 
浪越 一喜 

（なみこし いつき） 
帝京大学 教授 副会長 

3 
黒川 仁美 

（くろかわ ひとみ） 

公益財団法人日本オリンピック委員会 

 オリンピック・ムーブメント推進部長 
委員 

4 
高坂 俊介 

（こうさか しゅんすけ） 

千葉ロッテマリーンズ 

 マーケティング戦略本部本部長 
委員 

5 
添田 智恵 

（そえだ ともえ） 

千葉ホークス 

車いすバスケットボール パラリンピアン  

シドニー（銅）、アテネ・北京大会出場 

委員 

6 
高橋 直子 

（たかはし なおこ） 

管理栄養士 

ちばジュニア育成栄養相談員 
委員 

7 
寺山 由美 

（てらやま ゆみ） 
筑波大学 准教授 委員 

8 
畑佐 耕一郎 

（はたさ こういちろう） 

学校法人畑佐学園 

しんめい幼稚園長 
委員 

9 
藤井 和彦 

（ふじい かずひこ） 
白鴎大学 教授 委員 

10 
涌井 佐和子 

（わくい さわこ） 
順天堂大学 先任准教授 委員 

委嘱期間：令和２年６月２４日から令和４年６月２３日 

1 
髙橋 健志 

（たかはし けんじ） 
千葉県小中学校体育連盟会長 オブザーバー 

2 
加藤 俊文 

（かとう としふみ） 
千葉県高等学校体育連盟会長 オブザーバー 

3 
杉村  哲 

（すぎむら さとる） 
千葉県特別支援学校体育連盟会長 オブザーバー 

※第１３次「千葉県体育・スポーツ推進計画」策定時のメンバーである。 
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≪資料２≫ 

第１３次「千葉県体育・スポーツ推進計画」策定の流れ 

年度 月 策  定  業  務 

2 

4 
○千葉県スポーツ推進審議会委員選定 

○新規推進計画の策定の流れについて検討 

6 ○千葉県スポーツ推進審議会委員改選 

9 ○策定検討会議設置要綱の一部改正（案）検討 

10 ○新規推進計画の策定について（案）検討 

12 ○策定検討会議設置要綱の一部改正 各担当課の名称変更 

2 
○ワーキンググループ会議 第１２次計画の進捗状況と課題 

 新規推進計画構成図（案）の作成準備 

3 ○千葉県スポーツ推進審議会（書面開催）基本方針・構成図（案）について 

3 

4 
○ワーキンググループ会議 

 新規推進計画構成図（案）の検討 策定スケジュールについて 

6 
○ワーキンググループ会議 

 新規推進計画構成図修正（案） 新規推進計画骨子（案） 概要について 

7 

○第１回千葉県スポーツ推進審議会にて審議 

  新規推進計画構成図（案） 新規推進計画骨子（案） 

 策定スケジュールについて 

8 

○ワーキンググループ会議 新規推進計画（素案）の作成準備 

○リンク分科会 文案作成 

○検討会議へ進捗状況説明 

9 ○リンク分科会  文案の修正 

10 ○千葉県スポーツ推進審議会委員へのヒアリング 

11 

○第２回千葉県スポーツ推進審議会にて審議 

第１３次「千葉県体育・スポーツ推進計画」（素案） 

○教育委員勉強会 新規推進計画（案）新規推進計画概略（案） 

12 

○関係議員へ説明 

○新規推進計画（案）パブリックコメント実施 

○千葉県スポーツ推進審議会委員へのヒアリング 

○教育委員勉強会 新規推進計画（案） 

1 
○関係機関への説明 

○ワーキンググループ会議  新規推進計画（案）・指標（案）の作成 

2 
○第３回千葉県スポーツ推進審議会にて審議 

 第１３次「千葉県体育・スポーツ推進計画」（案）・指標（案） 

3 

○教育委員勉強会 新規推進計画（案） 

○千葉県教育委員会会議 

  第１３次「千葉県体育・スポーツ推進計画」を策定 
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≪資料３≫ 

スポーツ基本法 

 スポーツ振興法（昭和三十六年法律第百四十一号）の全部を改正する。 

目次 

 前文 

 第一章 総則（第一条―第八条） 

 第二章  スポーツ基本計画等（第九条・第十条） 

 第三章 基本的施策 

  第一節  スポーツの推進のための基礎的条件の整備等（第十一条―第二十条） 

  第二節 多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備（第二十一条―第二十四条） 

  第三節  競技水準の向上等（第二十五条―第二十九条） 

 第四章  スポーツの推進に係る体制の整備（第三十条―第三十二条） 

 第五章  国の補助等（第三十三条―第三十五条） 

 附則 

スポーツは、世界共通の人類の文化である。 

 スポーツは、心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の獲得、自律心その他の

精神の涵(かん)養等のために個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活動であり、今日、国民が

生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠のものとなっている。スポーツを通じて

幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利であり、全ての国民がその自発性の下に、各々の関

心、適性等に応じて、安全かつ公正な環境の下で日常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、又は

スポーツを支える活動に参画することのできる機会が確保されなければならない。 

 スポーツは、次代を担う青少年の体力を向上させるとともに、他者を尊重しこれと協同する精神、公

正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培い、実践的な思考力や判断力を育む等人格の形成に大きな影響を及

ぼすものである。 

 また、スポーツは、人と人との交流及び地域と地域との交流を促進し、地域の一体感や活力を醸成す

るものであり、人間関係の希薄化等の問題を抱える地域社会の再生に寄与するものである。さらに、ス

ポーツは、心身の健康の保持増進にも重要な役割を果たすものであり、健康で活力に満ちた長寿社会の

実現に不可欠である。 

 スポーツ選手の不断の努力は、人間の可能性の極限を追求する有意義な営みであり、こうした努力に

基づく国際競技大会における日本人選手の活躍は、国民に誇りと喜び、夢と感動を与え、国民のスポー

ツへの関心を高めるものである。これらを通じて、スポーツは、我が国社会に活力を生み出し、国民経

済の発展に広く寄与するものである。また、スポーツの国際的な交流や貢献が、国際相互理解を促進し、

国際平和に大きく貢献するなど、スポーツは、我が国の国際的地位の向上にも極めて重要な役割を果た

すものである。 

 そして、地域におけるスポーツを推進する中から優れたスポーツ選手が育まれ、そのスポーツ選手が

地域におけるスポーツの推進に寄与することは、スポーツに係る多様な主体の連携と協働による我が国

のスポーツの発展を支える好循環をもたらすものである。 

  このような国民生活における多面にわたるスポーツの果たす役割の重要性に鑑み、スポーツ立国を実

現することは、二十一世紀の我が国の発展のために不可欠な重要課題である。 

 ここに、スポーツ立国の実現を目指し、国家戦略として、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的

に推進するため、この法律を制定する。 

   第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務並びにスポ



82［資料］ 

 

ーツ団体の努力等を明らかにするとともに、スポーツに関する施策の基本となる事項を定めることによ

り、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民の心身の健全な発達、明るく豊か

な国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 スポーツは、これを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利であることに鑑み、国民

が生涯にわたりあらゆる機会とあらゆる場所において、自主的かつ自律的にその適性及び健康状態に応

じて行うことができるようにすることを旨として、推進されなければならない。 

2 スポーツは、とりわけ心身の成長の過程にある青少年のスポーツが、体力を向上させ、公正さと規律

を尊ぶ態度や克己心を培う等人格の形成に大きな影響を及ぼすものであり、国民の生涯にわたる健全な

心と身体を培い、豊かな人間性を育む基礎となるものであるとの認識の下に、学校、スポーツ団体（ス

ポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。以下同じ。）、家庭及び地域に

おける活動の相互の連携を図りながら推進されなければならない。 

3 スポーツは、人々がその居住する地域において、主体的に協働することにより身近に親しむことが

できるようにするとともに、これを通じて、当該地域における全ての世代の人々の交流が促進され、か

つ、地域間の交流の基盤が形成されるものとなるよう推進されなければならない。 

4 スポーツは、スポーツを行う者の心身の健康の保持増進及び安全の確保が図られるよう推進されな

ければならない。 

5 スポーツは、障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障害の種類及び程度

に応じ必要な配慮をしつつ推進されなければならない。 

6 スポーツは、我が国のスポーツ選手（プロスポーツの選手を含む。以下同じ。）が国際競技大会（オ

リンピック競技大会、パラリンピック競技大会その他の国際的な規模のスポーツの競技会をいう。以下

同じ。）又は全国的な規模のスポーツの競技会において優秀な成績を収めることができるよう、スポー

ツに関する競技水準（以下「競技水準」という。）の向上に資する諸施策相互の有機的な連携を図りつ

つ、効果的に推進されなければならない。 

7 スポーツは、スポーツに係る国際的な交流及び貢献を推進することにより、国際相互理解の増進及

び国際平和に寄与するものとなるよう推進されなければならない。 

8 スポーツは、スポーツを行う者に対し、不当に差別的取扱いをせず、また、スポーツに関するあらゆ

る活動を公正かつ適切に実施することを旨として、ドーピングの防止の重要性に対する国民の認識を深

めるなど、スポーツに対する国民の幅広い理解及び支援が得られるよう推進されなければならない。 

（国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、スポーツに関する施策を総

合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、スポーツに関する施策に関し、国との連携を図りつつ、

自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（スポーツ団体の努力） 

第五条 スポーツ団体は、スポーツの普及及び競技水準の向上に果たすべき重要な役割に鑑み、基本理

念にのっとり、スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康の保持増進及び安全の確保に配慮しつ

つ、スポーツの推進に主体的に取り組むよう努めるものとする。 

2 スポーツ団体は、スポーツの振興のための事業を適正に行うため、その運営の透明性の確保を図る

とともに、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成するよう努めるものとする。 

3 スポーツ団体は、スポーツに関する紛争について、迅速かつ適正な解決に努めるものとする。 

（国民の参加及び支援の促進） 

第六条 国、地方公共団体及びスポーツ団体は、国民が健やかで明るく豊かな生活を享受することがで

きるよう、スポーツに対する国民の関心と理解を深め、スポーツへの国民の参加及び支援を促進するよ
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う努めなければならない。 

（関係者相互の連携及び協働） 

第七条 国、独立行政法人、地方公共団体、学校、スポーツ団体及び民間事業者その他の関係者は、基

本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第八条 政府は、スポーツに関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他

の措置を講じなければならない。 

   第二章 スポーツ基本計画等 

（スポーツ基本計画） 

第九条 文部科学大臣は、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、スポーツの推

進に関する基本的な計画（以下「スポーツ基本計画」という。）を定めなければならない。 

2 文部科学大臣は、スポーツ基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、審議

会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう。以下同じ。）で

政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 

3 文部科学大臣は、スポーツ基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係

行政機関の施策に係る事項について、第三十条に規定するスポーツ推進会議において連絡調整を図るも

のとする。 

（地方スポーツ推進計画） 

第十条 都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会（地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより

その長がスポーツに関する事務（学校における体育に関する事務を除く。）を管理し、及び執行するこ

ととされた地方公共団体（以下「特定地方公共団体」という。）にあっては、その長）は、スポーツ基

本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画（以下「地方スポーツ推進計

画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

2 特定地方公共団体の長が地方スポーツ推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あら

かじめ、当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。 

   第三章 基本的施策 

    第一節 スポーツの推進のための基礎的条件の整備等 

（指導者等の養成等） 

第十一条 国及び地方公共団体は、スポーツの指導者その他スポーツの推進に寄与する人材（以下「指

導者等」という。）の養成及び資質の向上並びにその活用のため、系統的な養成システムの開発又は利

用への支援、研究集会又は講習会（以下「研究集会等」という。）の開催その他の必要な施策を講ずる

よう努めなければならない。 

（スポーツ施設の整備等） 

第十二条 国及び地方公共団体は、国民が身近にスポーツに親しむことができるようにするとともに、

競技水準の向上を図ることができるよう、スポーツ施設（スポーツの設備を含む。以下同じ。）の整備、

利用者の需要に応じたスポーツ施設の運用の改善、スポーツ施設への指導者等の配置その他の必要な施

策を講ずるよう努めなければならない。 

2  前項の規定によりスポーツ施設を整備するに当たっては、当該スポーツ施設の利用の実態等に応じ

て、安全の確保を図るとともに、障害者等の利便性の向上を図るよう努めるものとする。 

（学校施設の利用）  

第十三条 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第二条第二項に規定する国立学校及び公立学校

の設置者は、その設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツの

ための利用に供するよう努めなければならない。 

2 国及び地方公共団体は、前項の利用を容易にさせるため、又はその利用上の利便性の向上を図るた
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め、当該学校のスポーツ施設の改修、照明施設の設置その他の必要な施策を講ずるよう努めなければな

らない。 

（スポーツ事故の防止等） 

第十四条 国及び地方公共団体は、スポーツ事故その他スポーツによって生じる外傷、障害等の防止及

びこれらの軽減に資するため、指導者等の研修、スポーツ施設の整備、スポーツにおける心身の健康の

保持増進及び安全の確保に関する知識（スポーツ用具の適切な使用に係る知識を含む。）の普及その他

の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（スポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決） 

第十五条 国は、スポーツに関する紛争の仲裁又は調停の中立性及び公正性が確保され、スポーツを行

う者の権利利益の保護が図られるよう、スポーツに関する紛争の仲裁又は調停を行う機関への支援、仲

裁人等の資質の向上、紛争解決手続についてのスポーツ団体の理解の増進その他のスポーツに関する紛

争の迅速かつ適正な解決に資するために必要な施策を講ずるものとする。 

（スポーツに関する科学的研究の推進等） 

第十六条 国は、医学、歯学、生理学、心理学、力学等のスポーツに関する諸科学を総合して実際的及

び基礎的な研究を推進し、これらの研究の成果を活用してスポーツに関する施策の効果的な推進を図る

ものとする。この場合において、研究体制の整備、国、独立行政法人、大学、スポーツ団体、民間事業

者等の間の連携の強化その他の必要な施策を講ずるものとする。 

2 国は、我が国のスポーツの推進を図るため、スポーツの実施状況並びに競技水準の向上を図るため

の調査研究の成果及び取組の状況に関する情報その他のスポーツに関する国の内外の情報の収集、整理

及び活用について必要な施策を講ずるものとする。 

（学校における体育の充実） 

第十七条 国及び地方公共団体は、学校における体育が青少年の心身の健全な発達に資するものであり、

かつ、スポーツに関する技能及び生涯にわたってスポーツに親しむ態度を養う上で重要な役割を果たす

ものであることに鑑み、体育に関する指導の充実、体育館、運動場、水泳プール、武道場その他のスポ

ーツ施設の整備、体育に関する教員の資質の向上、地域におけるスポーツの指導者等の活用その他の必

要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（スポーツ産業の事業者との連携等） 

第十八条 国は、スポーツの普及又は競技水準の向上を図る上でスポーツ産業の事業者が果たす役割の

重要性に鑑み、スポーツ団体とスポーツ産業の事業者との連携及び協力の促進その他の必要な施策を講

ずるものとする。 

（スポーツに係る国際的な交流及び貢献の推進） 

第十九条 国及び地方公共団体は、スポーツ選手及び指導者等の派遣及び招へい、スポーツに関する国

際団体への人材の派遣、国際競技大会及び国際的な規模のスポーツの研究集会等の開催その他のスポー

ツに係る国際的な交流及び貢献を推進するために必要な施策を講ずることにより、我が国の競技水準の

向上を図るよう努めるとともに、環境の保全に留意しつつ、国際相互理解の増進及び国際平和に寄与す

るよう努めなければならない。 

（顕彰） 

第二十条 国及び地方公共団体は、スポーツの競技会において優秀な成績を収めた者及びスポーツの発

展に寄与した者の顕彰に努めなければならない。 

    第二節 多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備 

（地域におけるスポーツの振興のための事業への支援等） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、国民がその興味又は関心に応じて身近にスポーツに親しむことが

できるよう、住民が主体的に運営するスポーツ団体（以下「地域スポーツクラブ」という。）が行う地

域におけるスポーツの振興のための事業への支援、住民が安全かつ効果的にスポーツを行うための指導

者等の配置、住民が快適にスポーツを行い相互に交流を深めることができるスポーツ施設の整備その他
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の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（スポーツ行事の実施及び奨励） 

第二十二条 地方公共団体は、広く住民が自主的かつ積極的に参加できるような運動会、競技会、体力

テスト、スポーツ教室等のスポーツ行事を実施するよう努めるとともに、地域スポーツクラブその他の

者がこれらの行事を実施するよう奨励に努めなければならない。 

2 国は、地方公共団体に対し、前項の行事の実施に関し必要な援助を行うものとする。 

（体育の日の行事） 

第二十三条 国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）第二

条に規定する体育の日において、国民の間に広くスポーツについての関心と理解を深め、かつ、積極的

にスポーツを行う意欲を高揚するような行事を実施するよう努めるとともに、広く国民があらゆる地域

でそれぞれその生活の実情に即してスポーツを行うことができるような行事が実施されるよう、必要な

施策を講じ、及び援助を行うよう努めなければならない。 

（野外活動及びスポーツ・レクリエーション活動の普及奨励）   

第二十四条 国及び地方公共団体は、心身の健全な発達、生きがいのある豊かな生活の実現等のために

行われるハイキング、サイクリング、キャンプ活動その他の野外活動及びスポーツとして行われるレク

リエーション活動（以下この条において「スポーツ・レクリエーション活動」という。）を普及奨励す

るため、野外活動又はスポーツ・レクリエーション活動に係るスポーツ施設の整備、住民の交流の場と

なる行事の実施その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

    第三節 競技水準の向上等 

（優秀なスポーツ選手の育成等） 

第二十五条 国は、優秀なスポーツ選手を確保し、及び育成するため、スポーツ団体が行う合宿、国際

競技大会又は全国的な規模のスポーツの競技会へのスポーツ選手及び指導者等の派遣、優れた資質を有

する青少年に対する指導その他の活動への支援、スポーツ選手の競技技術の向上及びその効果の十分な

発揮を図る上で必要な環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

2 国は、優秀なスポーツ選手及び指導者等が、生涯にわたりその有する能力を幅広く社会に生かすこ

とができるよう、社会の各分野で活躍できる知識及び技能の習得に対する支援並びに活躍できる環境の

整備の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会） 

第二十六条 国民体育大会は、公益財団法人日本体育協会（昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協

会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。）、国及び開催地の都道府県が共同して開催するも

のとし、これらの開催者が定める方法により選出された選手が参加して総合的に運動競技をするものと

する。 

2 全国障害者スポーツ大会は、財団法人日本障害者スポーツ協会（昭和四十年五月二十四日に財団法

人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。）、国及び開催地の都

道府県が共同して開催するものとし、これらの開催者が定める方法により選出された選手が参加して総

合的に運動競技をするものとする。 

3 国は、国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会の円滑な実施及び運営に資するため、これらの開

催者である公益財団法人日本体育協会又は財団法人日本障害者スポーツ協会及び開催地の都道府県に

対し、必要な援助を行うものとする。 

（国際競技大会の招致又は開催の支援等） 

第二十七条 国は、国際競技大会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるよう、環境の保全に

留意しつつ、そのための社会的気運の醸成、当該招致又は開催に必要な資金の確保、国際競技大会に参

加する外国人の受入れ等に必要な特別の措置を講ずるものとする。 

2 国は、公益財団法人日本オリンピック委員会（平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員

会という名称で設立された法人をいう。）、財団法人日本障害者スポーツ協会その他のスポーツ団体が
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行う国際的な規模のスポーツの振興のための事業に関し必要な措置を講ずるに当たっては、当該スポー

ツ団体との緊密な連絡を図るものとする。 

（企業、大学等によるスポーツへの支援） 

第二十八条  国は、スポーツの普及又は競技水準の向上を図る上で企業のスポーツチーム等が果たす役

割の重要性に鑑み、企業、大学等によるスポーツへの支援に必要な施策を講ずるものとする。 

（ドーピング防止活動の推進） 

第二十九条  国は、スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約に従ってドーピングの防止活

動を実施するため、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構（平成十三年九月十六日に財団法人日本

アンチ・ドーピング機構という名称で設立された法人をいう。）と連携を図りつつ、ドーピングの検査、

ドーピングの防止に関する教育及び啓発その他のドーピングの防止活動の実施に係る体制の整備、国際

的なドーピングの防止に関する機関等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

   第四章 スポーツの推進に係る体制の整備 

（スポーツ推進会議） 

第三十条 政府は、スポーツに関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、スポーツ推

進会議を設け、文部科学省及び厚生労働省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関相互の連絡

調整を行うものとする。 

（都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等） 

第三十一条 都道府県及び市町村に、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項

を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関（以下「スポーツ推

進審議会等」という。）を置くことができる。 

（スポーツ推進委員） 

第三十二条 市町村の教育委員会（特定地方公共団体にあっては、その長）は、当該市町村におけるス

ポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有

し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委

嘱するものとする。 

2 スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則（特定地方公共団

体にあっては、地方公共団体の規則）の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係

る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うも

のとする。 

3 スポーツ推進委員は、非常勤とする。 

   第五章 国の補助等 

（国の補助） 

第三十三条 国は、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲

げる経費について、その一部を補助する。 

 一 国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会の実施及び運営に要する経費であって、これらの開催

地の都道府県において要するもの 

 二 その他スポーツの推進のために地方公共団体が行う事業に要する経費であって特に必要と認め

られるもの 

2 国は、学校法人に対し、その設置する学校のスポーツ施設の整備に要する経費について、予算の範囲

内において、その一部を補助することができる。この場合においては、私立学校振興助成法（昭和五十

年法律第六十一号）第十一条から第十三条までの規定の適用があるものとする。 

3 国は、スポーツ団体であってその行う事業が我が国のスポーツの振興に重要な意義を有すると認め

られるものに対し、当該事業に関し必要な経費について、予算の範囲内において、その一部を補助する

ことができる。 
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（地方公共団体の補助） 

第三十四条 地方公共団体は、スポーツ団体に対し、その行うスポーツの振興のための事業に関し必要

な経費について、その一部を補助することができる。 

（審議会等への諮問等） 

第三十五条 国又は地方公共団体が第三十三条第三項又は前条の規定により社会教育関係団体（社会教

育法（昭和二十四年法律第二百七号）第十条に規定する社会教育関係団体をいう。）であるスポーツ団

体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあっては文部科学大臣が第九条第二項

の政令で定める審議会等の、地方公共団体にあっては教育委員会（特定地方公共団体におけるスポーツ

に関する事務（学校における体育に関する事務を除く。）に係る補助金の交付については、その長）が

スポーツ推進審議会等その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。この意見を聴いた場合に

おいては、同法第十三条の規定による意見を聴くことを要しない。 

 附則 

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 

（スポーツに関する施策を総合的に推進するための行政組織の在り方の検討） 

第二条 政府は、スポーツに関する施策を総合的に推進するため、スポーツ庁及びスポーツに関する審

議会等の設置等行政組織の在り方について、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して検討を加

え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

（スポーツの振興に関する計画に関する経過措置） 

第三条 この法律の施行の際現に改正前のスポーツ振興法第四条の規定により策定されている同条第

一項に規定するスポーツの振興に関する基本的計画又は同条第三項に規定するスポーツの振興に関す

る計画は、それぞれ改正後のスポーツ基本法第九条又は第十条の規定により策定されたスポーツ基本計

画又は地方スポーツ推進計画とみなす。 

（スポーツ推進委員に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行の際現に改正前のスポーツ振興法第十九条第一項の規定により委嘱されてい

る体育指導委員は、改正後のスポーツ基本法第三十二条第一項の規定により委嘱されたスポーツ推進委

員とみなす。 

（地方税法の一部改正） 

第五条 地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の一部を次のように改正する。 

  第七十五条の三第一号中「スポーツ振興法（昭和三十六年法律第百四十一号）第六条第一項」を「ス

ポーツ基本法（平成二十三年法律第七十八号）第二十六条第一項」に改める。 

（放送大学学園法の一部改正） 

第六条 放送大学学園法（平成十四年法律第百五十六号）の一部を次のように改正する。 

  第十七条第四号中「スポーツ振興法（昭和三十六年法律第百四十一号）第二十条第二項」を「スポ

ーツ基本法（平成二十三年法律第七十八号）第三十三条第二項」に改める。 

（沖縄科学技術大学院大学学園法の一部改正） 

第七条 沖縄科学技術大学院大学学園法（平成二十一年法律第七十六号）の一部を次のように改正する。 

  第二十条第四号中「スポーツ振興法（昭和三十六年法律第百四十一号）第二十条第二項」を「スポ

ーツ基本法（平成二十三年法律第七十八号）第三十三条第二項」に改める。 

 理由 

スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国

民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与するため、スポーツに関し、基

本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに、

スポーツに関する施策の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由であ

る。 
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≪資料４≫ 

千葉県体育・スポーツ振興条例 

                       （平成２２年千葉県条例第６１号） 

（目的） 

第一条 この条例は、体育及びスポーツが県民の健康の保持増進、青少年の健全育成、地域社会の

連帯感の醸成等に資することにかんがみ、県の責務及びスポーツ関係団体等の役割を明らかにす

ることにより、体育及びスポーツの振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民

の健康及び福祉の増進並びに活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

一 体育 健康で充実した生活を送るために必要な身体能力、知識等を習得するために身体運動

を通して行われる教育活動をいう。（※１） 

二 スポーツ 運動競技、レクリエーションその他の身体運動であって、健康の保持増進、体力

の向上又は心身の健全な発達を図るために行われるもの（体育を除く。）をいう。（※２） 

三 スポーツ関係団体等 県内において体育又はスポーツの振興のための活動を行う個人及び

法人その他の団体（国及び地方公共団体を除く。）をいう。 

（県の責務） 

第三条 県は、県民生活及び地域社会において体育及びスポーツの果たす役割の重要性を認識し、

体育及びスポーツに関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、市町村及びスポーツ関係団体等が行う体育若しくはスポーツの振興に関する取組又は県

民が行うスポーツ活動に対して必要な支援を行う責務を有する。 

（スポーツ関係団体等の役割） 

第四条 スポーツ関係団体等は、体育又はスポーツの振興を図るための主体的な活動に取り組むと

ともに、県又は市町村が実施する体育及びスポーツの振興に関する施策に協力するよう努めるも

のとする。 

（県民参加の促進） 

第五条 県は、市町村及びスポーツ関係団体等と連携し、広報活動、啓発活動等を通じて、体育

及びスポーツの重要性に対する県民の関心と理解を深めるとともに、県民のスポーツ活動への参

加を促進するよう努めなければならない。 

２ 県民は、体育及びスポーツの重要性に対する関心と理解を深め、スポーツ活動に親しむよう

努めるものとする。 

（生涯スポーツの振興） 

第六条 県は、すべての県民が生涯にわたって、それぞれの体力、年齢、技術、目的等に応じて、

様々なスポーツに親しむことができるようにするため、市町村及びスポーツ関係団体等と連携し

て、県民がスポーツに参加する機会の提供、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるよう努

めるものとする。 

２ 県は、優秀なスポーツの選手、指導者等の有する能力を地域のスポーツ活動において積極的に

活用するため、市町村及びスポーツ関係団体等と連携し、必要な施策を講ずるよう努めるものと
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する。 

（子どもの体力向上と体育の充実） 

第七条 県は、子どもの心身の健全な発達及び体力の向上を図るため、市町村及びスポーツ関係団

体等と連携し、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

２ 県は、体育に関する施策の充実を図るため、市町村及びスポーツ関係団体等と連携し、教職員

の資質の向上に努めるとともに、地域における指導者の派遣その他の必要な施策を講ずるよう努

めるものとする。 

（県民の健康の保持増進） 

第八条 県は、県民の体育及びスポーツ活動を通じた健康の保持増進、疾病予防、高齢者の介護予

防等のための健康づくりを支援するため、市町村及びスポーツ関係団体等と連携し、適切な情報

の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

（障害者スポーツの振興） 

第九条 県は、障害者の自立及び社会参加を促進するため、市町村及びスポーツ関係団体等と連携

し、障害の種類及び程度に応じたスポーツ活動に参加する機会の提供、広報活動の充実その他の

必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

（スポーツの競技力の向上） 

第十条 県は、スポーツの競技力の向上を図るため、市町村及びスポーツ関係団体等と連携し、計

画的な選手の育成及び指導者の養成、スポーツ医・科学の活用その他の必要な施策を講ずるよう

努めるものとする。 

（施設の整備及び充実） 

第十一条 県は、スポーツ活動の推進を図るため、スポーツ施設（設備を含む。）の整備及び充実に

努めるものとする。 

２ 県は、県民のスポーツ活動の場として学校その他公共の施設が有効利用されるよう、市町村と

連携して必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

（財政上の措置） 

第十二条 県は、体育及びスポーツの振興に関する施策を推進するために、必要な財政上の措置を

講ずるよう努めるものとする。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

（※１）「体育」とは、学校等において健康で安全な生活を送るために必要な身体能力、知識等を 

習得するために身体運動を通して行われる教育活動をいう。 

（※２）「スポーツ」とは、運動競技、レクリエーションその他の身体運動であって、健康の保持増

進、体力の向上、心身の健全な発達を図るために行われるものをいい、「レクリエーションその他の

身体運動」には、レクリエーション目的で行うハイキング、キャンプ活動等の野外活動、健康目的

で行うジョギングやウォーキング、体操など、幅広い概念を含んだものである。 
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千葉県スポーツ推進審議会条例 

                   （平成２３年千葉県条例第４４号） 

（設置） 

第１条 スポーツ基本法（平成二十三年法律第七十八号）第三十一条の規定により、県に   

千葉県スポーツ推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（担任事務） 

第２条 審議会は、次の各号に掲げる事務を担任する。 

 １ スポーツの推進に関する重要事項について調査審議すること。 

 ２ スポーツ基本法第三十五条前段の意見を述べること。 

（組織等） 

第３条 審議会は、委員をもって組織する。 

 ２ 委員の数は、十人以内とする。 

 ３ 委員は、スポーツに関し学識経験を有する者のうちから、知事の意見を聴いて、 

  千葉県教育委員会が任命する。 

 ４ 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期   

は、前任者の残任期間とする。 

 ５ 委員は、再任されることができる。 

（会長等） 

第４条 審議会に会長及び副会長を置く。 

 ２ 会長及び副会長は、委員が互選する。 

 ３ 会長は、審議会を代表し、その会務を総理する。 

 ４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行

う。 

（会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が招集する。 

 ２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができ   

ない。 

 ３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の   

決するところによる。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って

定める。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

  （千葉県スポーツ振興審議会に関する条例の廃止） 

２ 千葉県スポーツ振興審議会に関する条例（昭和三十七年千葉県条例第五号）は、廃止する。 

（委員の数及び任期の特例） 

３ 第三条第二項及び第四項本文の規定にかかわらず、この条例の施行後最初に任命され  

る委員の数は二十人以内とし、当該委員の任期は平成二十四年六月二十二日までとする。 

 

※本条例は、計画策定時のものである。 
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第１次（S３７～４１年） 第２次（S４２～４６年） 第３次（S４８～５２年）

・S37年　長期計画(S35～60) ・S42年　第２次総合５か年計画(S41～45年) ・S48年  第４次総合５か年計画(S48～52年)

・ 〃　   総合開発基本計画(S37～50年） ・S44年  新長期計画(S40～60年） ・S51年  新総合５か年(S51～S55)

・S39年　総合５か年計画(S39～43年） ・S45 年  第３次総合５か年計画(S45～49年)

・S36年　スポーツ振興法制定 ・S43年  国体準備室開設 ・S47年　学校体育施設開放事業開始

・S37年  千葉県スポーツ振興審議会発足 ・S43年  学習指導要領告示 ・S48年  第28回国民体育大会開催

・S38年  県体育課が分離独立 ・S44年  全国高校総体(５種目) ・S49年  スポーツ指導係新設

・S39年  東京オリンピック大会 ・S44年  (財)千葉県体育協会を法人化 ・S50年  派遣社会教育主事（スポ担）開始

・S41年  県総合運動場陸上競技場完成 ・S46年  全国体育指導委員研究協議会開催 ・S52年  学習指導要領告示

・S46年  スポーツ傷害保険

１　スポーツの施設及び設備の整備 １　体育・スポーツ活動の充実促進 １  体育・スポーツ施設の整備と活用

 (1)  県営スポーツセンターの建設  (1)  正課体育の充実と体力の向上  (1)  市町村立学校水泳プールの整備

 (2)  市町村スポーツ・レクリエーション  (2)  運動クラブ活動の活発化  (2)  県立学校体育施設・用具の整備

　　　施設の設備奨励  (3)  地域・職場スポーツ活動の促進  (3)  教育キャンプ場の建設

 (3)  学校体育施設の整備  (4)  スポーツ水準の向上  (4)  市町村体育施設の建設促進

２　スポーツ指導者の育成及び資質の向上  (5)  スポーツ行事の充実  (5)  県営体育施設の整備と活用の促進

 (1)  クラブ指導者の育成  (6)  国民体育大会準備体制の確立と活動強化

 (2)  社会体育指導者の育成 ２  指導者の育成及び資質の向上 ２  体育・スポーツ指導者の育成と資質の向上

３　スポーツ活動の促進  (1)  体育担当教員の資質の向上  (1)  学校体育指導者講習会の充実

 (1)　第22回国民体育大会の誘致  (2)  地域・職場スポーツ活動指導者の育成  (2)  スポーツ指導者の養成と確保

 (2)  基礎体力の増強  (3)  スポーツ技術指導者の育成

 (3)  スポーツ行事の充実 ３　体育・スポーツへの参加の推進と競技力の

４  スポーツ関係組織の充実 ３  施設・設備の整備充実と活用 　　向上

 (1)  保健体育課の設置奨励  (1)  県スポーツセンターの建設  (1)  市町村スポーツ教室の開設促進

 (2)  体育指導委員の充実  (2)  市町村スポーツ施設の設置奨励  (2)  スポーツクラブづくりの推進

 (3)  市町村スポーツ振興審議会の設置  (3)  学校体育環境・施設設備の充実  (3)  学校体育施設の開放の促進

　　　奨励  (4)  県営野外活動施設の建設  (4)  競技力向上事業の充実

 (4)  学校体育指導組織の充実  (5)  スポーツ行事の充実

 (5)  職場スポーツの組織化 ４  体育・スポーツの安全管理  (6)  体育・スポーツ団体の育成

５  スポーツ技術の水準の向上  (1)  安全計画の樹立

 (1)  選手強化策の徹底  (2)  指導・管理と点検の確認

 (2)  科学的研究の推進 ４  体育行政組織の充実

６  スポーツによる事故防止策の徹底 ５  体育行政組織の確立と関係団体の充実  (1)  体育主管組織の拡充

 (1)  スポーツ行事の事故防止策の徹底  (1)  体育行政組織の整備  (2)  体育研究機関の設置促進

 (2)  水による事故防止策の徹底  (2)  スポーツ団体の育成

 (3)  スポーツ医事相談の推進  (3)  体育研究組織の充実

７  スポーツ関係団体の育成

 (1)  体育協会の育成

(2)  レクリエーション関係団体の育成

国
・
県
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動
向

県

計
画
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興

計
画
の
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 千葉県体育・スポーツ推進計画の変遷（※平成２２年度までは、体育・スポーツ振興計画として策定）
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第４次（S５３～５５年） 第５次（S５６～６０年） 第６次（S６１～H ２年）

・S55年　(S56～75年) ・S56年　第５次総合５カ年計画 ・S61年  ふるさと千葉５か年計画

　　　　　　　　　　　(S56～60年)                 　　　  (S61～H2年）

・S58年 新産業三角構想

・S59年　2000年の千葉県(S61～75年)

・S53年　ファミリースポーツの推進 ・S56年  全国高校総体（４種目開催） ・S61年　国体関東ブロック開催

・S54年  競技力向上ジュニア対策事業開始 ・S57年  県社会体育公認指導員認定講習会 ・S61年  中高年スポーツ指導者講習会開始

・S55年  第35回国体ヨット競技会場 ・S57年  中堅体育・体力向上研修会開始 ・S63年  国際千葉駅伝開始・関東体指開催

・S55年  県武道館完成 ・S58年  第14回全国中学校体操選手権開催 ・H元年  第27回全国学体研研究大会開催

・S60年  国体５年連続入賞 ・H元年  学習指導要領告示

・H元年  21世紀に向けたスポーツ振興策

・H２年  生涯学習部体育課となる

１　体育行政組織の充実 ◎健康で明るい県民生活をみんなのスポーツ ◎活力に満ちた健康で明るい県民生活を築く、

 (1)  体育研究施設の整備促進 　の実現をめざして 　生涯スポーツの実現をめざして

 (2)  体育行政機構の拡充   「健康・体力づくり体制整備」   「健康・体力づくり体制の整備」

  「体育・スポーツレクリエーションの振興」   「みんなのスポーツ活動の推進」

１  体育・スポーツ推進組織の充実

２  体育・スポーツ指導者の育成と資質の向上  (1)  行政組織機構の整備 １  体育・スポーツ推進組織の充実

 (1)  学校体育指導の充実  (2)  健康・体力づくり推進組織の設置  (1)  行政組織・機構の整備

 (2)  社会体育指導者の養成と確保  (3)  社会体育団体の組織整備  (2)  社会体育団体の組織整備

 (4)  学校体育団体の組織の整備  (3)  学校体育団体の組織整備

２  指導者養成と指導体制の確立 ２  指導者養成と指導体制の確立

３  体育・スポーツ施設の整備と活用  (1)  指導者養成と確保  (1)  指導者養成と確保

 (1)  学校体育施設整備促進  (2)  指導者の資質の向上  (2)  指導者の資質の向上

 (2)  社会体育施設整備促進（国庫整備事業）  (3)  指導体制の確立  (3)  指導体制の確立

 (3)  学校体育施設の開放促進 ３  施設の整備と活用 ３  施設の整備と活用

 (4)  千葉県総合運動場の整備促進  (1)  公共社会体育施設の整備と活用  (1)  公共社会体育施設の整備と活用

 (2)  学校体育施設の整備  (2)  学校体育施設の整備

 (3)  民間スポーツ施設の活用  (3)  学校体育施設開放の促進

４  体育・スポーツへの参加の推進と競技力の  (4)  学校体育施設開放の促進  (4)  民間スポーツ施設の活用

　　向上 ４  体育・スポーツ・レクリエーション活動 ４  体育・スポーツ・レクリエーション活動の充実

 (1)  ファミリースポーツの推進  (1)  県・市町村における体育・スポーツ・  (1)  地域スポーツ・レクリエーション活動の推進

 (2)  スポーツクラブづくりの促進 　　レクリエーション活動の充実  (2)  競技スポーツ活動の充実

 (3)  各種スポーツ大会の充実  (2)  体育・スポーツ・レクリエーション団  (3)  学校における体育・スポーツ活動の充実

 (4)  競技力向上事業の充実 　　体の活動促進  (4)  高齢者スポーツ活動の推進

 (5)  体育・スポーツ団体の育成  (3)  学校における体育活動の充実  (5)  国際スポーツ交流の推進

 (6)  広報・広聴活動の充実 ５  体育・スポーツの傷害補償 ５  体育・スポーツの傷害対策の充実

６  体育・スポーツ研究体制の整備 ６  体育・スポーツの研究体制の整備

７  スポーツ・レクリエーション団体の資金 ７  広報・広聴活動の推進

　の確保と運用 ８  スポーツ・レクリエーション団体の資金の確保
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第７次（H ３ ～７年） 第８次（H８～１２年） 第９次（H１３～１７年）

・H3年  さわやかハートちば５カ年計画 ・H 8年  ちば新時代５か年計画(H8～12) ・H13年  新世紀ちば５カ年計画

                     　　　　（H３～７年) ・H10年  千葉県長期ビジョン（～2025年）            （みんなでつくる未来のちば）

・H11年  千葉県教育長期ビジョン（～2025年）                       (13年～17年）

・H3年　第41回世界卓球選手権大会開催 ・H 8年　千葉県スポーツ振興マスタープラン ・H14年  国体関東ブロック開催

・H4年  スポーツ振興財団設立 　　　　　策定（H8～32年） ・H16年  全国中学校総合体育大会

・H4年  県スポーツプログラマー講習会 ・H 8年  千葉県国際総合水泳場完成 ・H17年  全国高等学校総合体育大会開催

・H5年  全国スポレク祭開催 ・H10年  学習指導要領告示            （28市町村，28競技）

・H5年  世界フィギュアFJ級ヨット ・H11年  千葉県スポーツ科学総合センター開所

・H6年  スポーツ振興基金・嘉納杯柔道 ・H11年  国体・総体準備班新設

・H7年  UITクレー射撃・世界柔道大会

◎さわやかで豊かさあふれる県民生活をつくる ◎さわやかスポーツちばをめざして ◎みんなでつくる21世紀のスポーツちば

  体育・スポーツの充実をめざして １  学校における体育・スポーツの充実 １　学校における体育・スポーツの充実

１  学校における体育・スポーツの充実  (1)　体育指導の充実と児童生徒の体力向上  (1)  体育指導の充実

 (1)  学校体育指導者の資質の向上  (2)  運動部活動の充実  (2)  児童生徒の体力向上

 (2)  学校体育指導の充実と児童生徒の体力の  (3)  運動部活動の充実

　　向上 ２  生涯スポーツの充実

 (3)  運動部活動の促進  (1)  生涯スポーツ活動の機会拡充 ２  生涯スポーツの充実

 (4)  学校体育団体の活動の充実  (2)  指導者の養成と活用の推進  (1)  生涯スポーツ活動の機会拡充と県民の体力向上

２  生涯スポーツの充実

 (1)  地域スポーツ指導者の養成と活用 ３  競技スポーツの充実 ３　競技スポーツの充実

 (2)  地域スポーツ・レクリエーション活動の  (1)  競技力の向上  (1)  競技力向上事業の充実

　　充実  (2)  国体・全国高校総体の開催準備  (2)  競技力向上推進体制の充実

 (3)  社会体育団体組織の充実と活動の促進  (3)  全国高校総体の開催

３  競技スポーツの振興 ４  国際スポーツ交流の推進

 (1)  競技スポーツ指導者の資質の向上と派遣  (1)  国際スポーツ大会の開催 ４  国際スポーツ交流の推進

 (2)  競技スポーツ活動の充実  (1)  国際スポーツ大会の開催

 (3)  競技力の向上  (2)  国際スポーツ交流の機会拡充  (2)  国際スポーツ交流の機会拡充

４  国際スポーツの交流の推進 ５  スポーツ施設の整備・拡充

５  体育・スポーツ施設の整備・充実  (1)  中核的スポーツ施設の整備 ５  スポーツ施設の整備・拡充

 (1)  公共スポーツ施設の整備・充実  (2)  地域スポーツ施設の整備促進  (1)  県総合運動場の整備

 (2)  学校体育施設の整備・充実  (3)  体力増進センター（仮称）の整備  (2)  県立スタジアム（仮称）の整備

 (3)  学校体育施設開放の促進  (4)  学校体育・スポーツ施設の整備促進

６  広報・広聴活動の推進 ６  スポーツ推進体制の整備・充実

７  体育・スポーツの顕彰 ６  スポーツ推進体制の整備・充実  (1)  スポーツ推進団体の活動促進

８  スポーツ振興資金の整備  (1)  スポーツ推進団体の活動促進  (2)  スポーツ情報推進体制の整備

９  体育・スポーツの安全対策の充実  (2)  スポーツ情報推進体制の整備  (3)  スポーツ医・科学体制の整備

 (3)  スポーツ医・科学体制の整備

 (4)  スポーツ振興のための財政基盤の確立
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第１０次（H１９～２３年） 第１１次（Ｈ２４～２８） 第１2次（Ｈ２９～Ｒ３）

・H22年　千葉県総合計画（輝け！ちば元気プラン） ・H27年　第2期千葉県教育振興基本計画 R2年　第3期千葉県教育振興基本計画

・H22年　千葉県教育振興基本計画 「新　みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」（27年～31年）

       （みんなで取り組む「教育立県ちば」プラン） ・H27年　千葉県の教育の振興に関する大綱

                                  　（22年～26年）

・H21年　国体関東ブロック開催 ・H24年　ちばアクアラインマラソン２０１２開催 ・H29年　「第２期スポーツ基本計画」策定

・H22年　「スポーツ立国戦略」策定 ・Ｈ24年　「スポーツ基本計画」策定 ・H29年　札幌冬季アジア競技大会開催

・H22年  国民体育大会（ゆめ半島千葉国体）開催 ・Ｈ26年　煌めく青春　南関東総体２０１４ ・H30年　世界ソフトボール大会開催

            （32市町，37競技） ・Ｈ26年　ちばアクアラインマラソン２０１４開催 ・H31年　ラグビーワールドカップ開催

・H22年  全国障害者スポーツ大会(ゆめ半島千葉大会)開催

            （ 7市町，13競技）
・H27年　第25回世界少年野球大会千葉大会 ・Ｒ3年　東京オリンピック・パラリンピック競技大会

・H22年  「千葉県体育・スポーツ振興条例」制定 ・H28年　ちばアクアラインマラソン２０１６開催

・Ｈ23年　スポーツ基本法制定

◎スポーツや健康づくりの運動を習慣化し，自分の健康は自分で守

る，活力ある県民を増やす。（５つの戦略）

◎すべての県民がスポーツに親しみ、 スポーツの楽し

さや感動を分かち合いながら、  健康で活力ある生活を

送り、互いに支え合う県民の姿

◎全ての県民が多面的にわたるスポーツの価値を基盤にしながら、  健康

で活力ある生活を送り、互いに支え合う県民の姿

☆戦略１ 「するスポーツ」・「みるスポーツ」・「ささえるスポーツ」の推進　 「するスポーツ」・「みるスポーツ」・「ささえるスポーツ」の推進

○子どもたちの生涯にわたる健康とスポーツ環境を拡大する

(1)いきいきちばっ子健康・体力づくり推進事業の展開
柱１  生涯スポーツの推進 リンクＡ　子どもの体力向上と学校体育活動の充実

 (2)学校教育の充実 （１）健康・体力づくりを意識したスポーツ活動の推進  （１）幼児期における運動習慣の基盤づくり

 (3)運動部活動の充実 （２）高齢者のスポーツ推進  （２）学校体育活動の充実

 (4)食育の推進 （３）障害のある人のスポーツ推進  （３）児童生徒の体力の向上

 (5)学齢期の子どもたちに「真のスポーツマンシップ」の育成 柱２  子どもの体力向上と体育の充実  （４）運動部活動の充実

☆戦略２  （１）幼児期における体力づくりの推進  （５） 心身の健全な発達に向けた食育の推進

○県民の健康・活力を高める  （２）教科体育の充実 リンクＢ　運動・スポーツを楽しむため健康・体力づくり

 (1)県民一人ひとりの生涯を通じた健康づくりの支援  （３）児童生徒の体力の向上 （１）ライフステージに応じた運動・スポーツの推進

 (2)高齢者の健康づくりや介護予防の普及  （４）運動部活動の充実 （２）障害のある人の運動・スポーツの推進

 (3)障害のある方々のスポーツ環境の充実  （５） 子どもの体力向上に向けた食育の推進 リンクＣ スポーツ環境の整備

☆戦略３ 柱３  競技力の向上  （１）人づくりの推進

○地域のスポーツ環境を整備する  （１）選手の育成、強化・指導者の養成、確保  （２）施設の再整備と有効活用

 (1)地域の実情に応じた地域スポーツの振興  （２）競技力向上のための環境整備  （３）システムづくりの推進

 (2)スポーツを身近に感じる県民を増やす  （３）スポーツ医・科学の積極的な活用 リンクＤ  競技力の向上

 (3)県民のニーズに応える公共スポーツ施設の整備  （４）組織・調査等の充実  （１）選手の発掘・育成・強化及び指導者の養成・資質向上

 (4)新たな生涯スポーツ指導者養成・活用システムの開発  柱４  スポーツ環境の整備  （２）競技力向上のための環境整備

 (5)地域スポーツ振興に寄与するボランティアの啓発  （１）人づくりの推進  （３）スポーツ医・科学の積極的な活用

☆戦略４  （２）施設の再整備と有効活用  （４）組織・調査等の充実

○ちばの競技力を育てる  （３）システムづくりの推進 （５）競技会開催等の充実

 (1)「人づくり」「地域づくり」を重点化した競技力向上 柱５  スポーツを活用した地域の活力づくり （６）競技スポーツの好循環

 (2)戦略的な競技力向上事業の推進  （１）プロスポーツを活用したスポーツの推進 リンクＥ　東京オリンピック・パラリンピックを契機としたスポーツの推進

 (3)スポーツ医科学を活用した競技力向上事業の推進  （２）豊かな自然を生かしたスポーツイベントの活用による （１）オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援

 (4)国際交流やトップレベルの選手と県民の交流の推進 　　  千葉の魅力発信 （2）スポーツを通じたネットワークの充実・拡大

 (5)スポーツ振興関連団体の支援  （３）国体開催を契機としたスポーツの拠点づくり （3）誰もが参加できるみんなのスポーツの推進

☆戦略５ リンクＦ　スポーツによる地域づくりの推進

○第65回国民体育大会・第10回全国障害者スポーツ大会の成功 （１）プロスポーツと連携した地域づくりの推進

 (1)第65回国民体育大会に向けて （２）スポーツイベントの活用による千葉の魅力発信

 (2)第10回全国障害者スポーツ大会に向けて （３）身近なスポーツ資源と連携した地域づくりの推進
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年度 西暦 スポーツ組織及び計画のあゆみ 主なスポーツのできごと 国 の あ ゆ み

S20 1945 ・県庁教学課体育係を設置 ・文部省に体育局復活

21 1946
・社会体育課が教学課から分離独立
 （社会体育課体育係）

・国民体育大会に県42名派遣 ・第１回国民体育大会

22 1947
・県体育会から県体育協会に改組
・県体育課の設置

・県教職員体育大会開催 ・第１回全国レクリエーション大会

23 1948

・教育委員会制度発令
・県庁教育部体育課から教育委員会事務局
 体育課へ移行

・県高等学校体育連盟結成

・第１回県民体育大会開催 ・全国高等学校体育連盟発足

24 1949
・体育課が健康教育課と改称
・県小中学校体育連盟結成

・第４回国民体育大会野球競技開催
・国際オリンピックに復活
・保健体育審議会設置

25 1950 ・県教育委員会が県教育庁と改称

26 1951 ・日米親善レスリング、全日本学生　陸上開催

27 1952
・ヘルシンキオリンピック大会で本県の石井庄八
選手がレスリングバンタム級優勝

28 1953 ・健康教育課が保健体育課に改称

29 1954 ・全国学校保健体育研究協議会開催

30 1955 ・全国中学校体育連盟発足

31 1956
・県レクリエーション協会発足
・日本女子体育連盟千葉県支部発足

・体育指導員制度発足
・県スポーツ記者会グリーンリボン賞を設定し年間最優秀

スポーツ選手を表彰

・第１回世界柔道選手権大会開催

32 1957 ・スポーツ振興審議会設置

33 1958 ・文部省の社会体育表彰を開始 ・国立競技場竣工

34 1959 ・教員皆泳運動（第１回水泳教室） ・オリンピック東京大会組織委員会発足

35 1960 ・県体育指導委員連絡協議会発足 ・全国体育指導委員協議会　発足

36 1961 ・保健体育課内に運動競技係新設 ・県体育協会１５周年記念式典 ・スポーツ振興法公布

37 1962 ・県スポーツ振興審議会発足
・県スポーツ選手強化委員会発足
・千葉県スポーツ史の発刊

・文部省にスポーツ課設置
・日本スポーツ少年団設立

38 1963 ・保健体育課が体育課と学校保健課に分離独立

39 1964  

・オリンピック東京大会近代五種競技断郊競争

・スポーツテスト講習会の部千葉市検見川東大
グランドで開催

・第１８回オリンピック 東京大会開催

40 1965
・第１回巡回スポーツ技術教室
・第１回小学校水泳教室

・体力つくり国民会議発足

41 1966 ・県総合運動場陸上競技場完成 ・「体育の日」制定

42 1967 ・第28回国民体育大会千葉県開催　内定 ・ユニバーシアード東京大会開催

43 1968
・国体準備室の設置
・千葉県女子体育連盟に改称

・第22回全国レクリエーション大会開催 （メキシコオリンピック）

44 1969 ・県体育協会を法人化
・第１回中学校水泳教室
・全国高等学校総合体育大会５種目　開催

45 1970 ・東部地区学校体育研究大会開催

46 1971 ・第12回全国体育指導委員研究協議会開催
・スポーツ安全協会傷害保険発足

・札幌ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ冬季大会開催

47 1972 ・学校体育施設開放事業開始 （ミュンヘンオリンピック）

48 1973
・第28回国民体育大会開催
・県体育会館完成

49 1974 ・体育課内にスポーツ指導係設置

50 1975 ・派遣社会教育指導主事制度開始 ・派遣社会教育主事（スポーツ担当）制度発足

51 1976 ・第16回全国中学校選抜水泳大会   開催 (モントリオールオリンピック)

52 1977 ・県体育協会創立30周年記念式典

53 1978
・ファミリースポーツ推進と広報活動の展開
・県スポーツ史Ⅱ発刊

54 1979 ・競技力向上ジュニア対策事業開始  

55 1980 ・第35回国民体育大会ﾖｯﾄ競技開催 (モスクワオリンピック)

56 1981 ・全国高等学校総合体育大会４種目　開催

57 1982
・県体育指導委員連絡協議会が県体育指導委員

連合会に改組

・県社会体育公認指導員認定講習会　開始

・中堅体育指導者研修会開始

・体力向上推進委員研修会開始

58 1983
・第14回全国中学校体操・新体操選手権大会開催

・「千葉県の体育・スポーツ」を刊行

59 1984
・県が「2000年の千葉県」策定

 (S61年～H2年)
(ロサンゼルスオリンピック）

60 1985             
・国民体育大会７年連続
（天皇杯または皇后杯）入賞

・ユニバーシアード神戸会開催

第

１

次

計

画

第

２

次

計

画

第

３

次

計

画

第

４

次
計

画

第

５

次

計

画
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61 1986 ・県が「ふるさと千葉５カ年計画」策定（61年～H2年） ・中高年スポーツ指導者講習会開始

62 1987   ・第40回県民体育大会
・教育改革推進大綱スポーツの振興に

関する懇談会発足

63 1988

・国際千葉駅伝開始

・第24回関東体育指導委員研究大会開催

・ソウルオリンピック大会で本県の・鈴木大地選手が100m

背泳ぎで優勝・鈴木大地選手に県民栄誉賞を授与

・文部省機構改革（生涯学習局設置、スポーツ課

を生涯スポーツ課、競技スポーツ課に分離）

・第１回全国スポーツ・レクリエーション祭開催

・国民体育大会２巡目開催

（ソウルオリンピック）

H元 1989 ・格技から武道へ名称変更
・第27回全国学校体育研究大会開催

・県民体育大会５地区巡回開催開始

・保健体育審議会

「21世紀に向けたスポーツの振興方策について」

答申

・第１回生涯学習フェスティバル開催

・(財)日本オリンピック委員会設立

2 1990
・県教育庁生涯学習部体育課となる

・国際スポーツ交流準備班を推進室に改称

・第１回生涯スポーツコンベンション開催

・スポーツ振興基金設立

3 1991

・県が「さわやかハートちば５カ年計画」策定

(H3年～7年)

・スポーツ施設班の設置

・第41回世界卓球選手権大会開催 ・ユニバーシアード冬季大会開催（札幌）

4 1992 ・(財)県スポーツ振興財団設立

・県スポーツプログラマー養成講習会開始

・2002年ワールドカップサッカー大会千葉県

立候補

（バルセロナオリンピック）

5 1993

・第６回全国スポーツ・レクリエーション祭開催

・1994年世界フィギュアスケート選手権大会開催

・FJ級ヨット世界選手権大会開催

6 1994 ・県スポーツ振興基金設立 ・嘉納治五郎杯国際柔道大会開催 ・第12回アジア競技大会開催（広島市）

7 1995
・千葉県スポーツ振興マスタープラン（仮称）

策定委員会設置

・UITワールドカップ（クレー射撃）千葉大会、

世界柔道選手権大会他　３つの国際スポーツ大会開催

・平成17年度全国高等学校総合体育大会千葉県開催了

承

・平成22年第65回国民体育大会招　致決議開催要望書

提出

・ユニバーシアード福岡大会開催

8 1996
・県が「ちば新時代５カ年計画」策定(H8年～H12年)

・千葉県スポーツ振興マスタープラン策定(H8年H32年)

・県国際総合水泳場完成

・第28回アジアウエイトリフティング選手権大会兼第９回ア

ジア女子ウエイトリフティング選手権大会大会他２つの国

際スポーツ大会開催

・2002年W杯サッカー日韓共催決定

（アトランタオリンピック）

9 1997
・国際スポーツ交流推進業務を運動競技係が担当

・千葉県中核的スポーツ施設整備基本計画の策定

・県体育協会50周年記念式典

・東部地区学校体育実技指導者講習会開催

・第33回関東体育指導委員研究大会開催

・荻村杯全日本グランプリ'97国際卓球選手権大会開催

・長野オリンピック聖火リレー実施

・生涯スポーツコンベンション'98開催

・保健体育審議会「生涯にわたる心身の健康保持

のための今後の健康に関する教育及びスポーツ

の振興の在り方について」答申

・長野オリンピック冬季大会開催

10 1998

・国際スポーツ交流推進室を廃止

・スポーツ施設整備室を設置

・県が「長期ビジョン」策定

・県高等学校体育連盟50周年記念式典

・県小中学校体育連盟 50 周年記念式典

・1998バレーボール世界選手権男子千葉

・幕張大会開催

・アウトドアスポーツ指導者講座開始

・ライフステージ対応スポーツ指導者講座開催

・新体力テスト

11 1999

・係を廃止し班

・国体，総体準備班設置

・「千葉県教育長期ビジョン」策定

・県スポーツ科学総合センター開所

・1999世界大学ウエイトリフティング選手権大会開催
・スポーツ振興法一部改正

12 2000

・国体・総体準備室に改称

・県が「新世紀ちば５か年計画」策定

（H13年～17年）

・シドニーオリンピック大会で本県の永田克彦選手がレス

リング・69㎏級で準優勝

・女子マラソンで優勝した高橋尚子選手に県民栄誉賞，そ

の指導者，小出義雄監督に県知事特別賞，永田克彦選

手に県知事賞を授与

・保健体育審議会「スポーツ振興基本計画の在り

方についてー豊かなスポーツ環境を目指しー」答

申

・文部省が文部科学省に，体育局がスポーツ・青

少年局に

（シドニーオリンピック）

13 2001

・千葉県競技力向上推進本部の設置

・スポーツエキスポート派遣事業開始

・千葉県広域スポーツセンター事業開始

・第８回世界陸上競技選手権大会ハンマー投げ

で２位となった室伏広治選手に県知事賞を授与

14 2002   

・第14回アジア競技大会馬術競技障害飛越で団体優勝し

た林　忠義選手，同テニス競技男子で団体優勝した寺地

貴弘選手，同柔道90キロ級で優勝した矢崎雄大選手に県

知事賞を授与

・中央教育審議会が子どもの体力向上のための総合

的な方策についてを答申

・ワールドカップサッカー日本・韓国共催にて開催

・学校週５日制の完全実施

・スポーツ振興くじ実施による助成開始

15 2003

・生涯学習部体育課から教育振興部体育課となる

・学校体育室，スポーツ振興室，総体推進室の３室体制に

改組・国体準備室は環境生活部県民生活課へ移管

・第11回全国中学校駅伝の開催

・第37回世界体操競技選手権大会で鉄棒，あん馬に優勝

した鹿島丈博選手，同大会で個人総合３位の富田洋之選

手，第９回世界陸上競技選手権女子マラソンで３位の千

葉真子選手に県知事賞を授与

16 2004 ・総体推進室が南庁舎に移動

・第28回アテネオリンピック陸上競技ハンマー投げ１位の

室伏広治選手，同体操競技団体優勝の富田洋之，鹿島

丈博，米田　功選手に県民栄誉賞を授与，同大会水泳競
技３位の森田智己選手，ヨット競技３位の関一人選手，野

球競技３位の小林正英選手，清水直行選手，金子誠選手

に県知事賞を授与，男子体操競技監督の加納　實監督に

千葉県知事特別賞を授与

（アテネオリンピック）

17 2005

・2005千葉きらめき総体の開催

 （・環境生活部県民生活課国体準備室から環境生活部国

体準備室となる）

・千葉ロッテマリーンズアジアシリーズ及び日本シリーズ

制覇

・ＪＥＦ市原千葉ナビスコカップ制覇
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18 2006
（・環境生活部国体準備室から環境生活部国体・全国障
害者スポーツ大会局となる）

・第15回アジア競技大会陸上競技棒高跳で優勝

した澤野大地選手，同大会７人制ラグビーフットボール競
技で優勝した鈴木貴士選手に県知事賞を授与

・スポーツ振興基本計画の一部改定

19 2007
・「千葉県教育の戦略ビジョン」策定
・いきいきちばっ子健康・体力づくりモデルプラン作成

20 2008
・第29回北京オリンピック陸上競技４００ｍリレー
３位の高平慎士選手，同大会体操競技２位の坂本　功貴
選手に県知事賞を授与

（北京オリンピック）
・小学校，中学校学習指導要領改訂

21 2009 ・体育の授業マイスター認定事業
・2009年世界柔道選手権大会女子４８kg級で
優勝した福見友子選手，第14回世界剣道選手権大会女

子個人で優勝した鷹見由紀子選手に県知事賞を授与

・高等学校，特別支援学校学習指導要領改訂

22 2010

・「千葉県総合計画」策定
・「千葉県教育振興基本計画」策定

・2010ゆめ半島千葉国体　開催
・2010ゆめ半島千葉大会　開催
・「千葉県体育・スポーツ振興条例」　制定

・ワールドカップサッカー南アフリカ大会ベスト16進出に貢

献した田中マルクス闘莉王選手，玉田圭司選手，阿部勇
樹選手に千葉県知事特別賞を授与
・世界柔道選手権2010東京大会男子７３kg級で優勝した

秋本啓之選手，同大会女子５２kg級で優勝した西田優香
選手に千葉県知事特別賞を授与
・千葉ロッテマリーンズ日本シリーズ制覇

・第１７回世界相撲選手権大会及び第１６回アジア競技大
会で優勝した１０名に，県知事賞を授与

・スポーツ立国戦略の策定
・スポーツ基本法の検討

23 2011
・千葉県教育庁教育振興部体育課に「ちばアクアラインマ
ラソン」準備室設置
・第１１次「千葉県体育・スポーツ推進計画」の策定

・2011FIFA女子ワールドカップドイツ大会で金メダルに輝
いたなでしこジャパン宮間あや選手，丸山桂里奈選手に
県民栄誉賞を授与

・2011世界柔道選手権（フランス・パリ）大会、女子57ｋｇ級
優勝の佐藤愛子選手に千葉県知事賞を授与
・2011FIFA女子ワールドカップドイツ大会で金メダルに輝

いたなでしこジャパンの選手・監督に国民栄誉賞を授与
・柏レイソルＪ１復帰の年にＪ１リーグ初制覇

・３．１１東日本大震災発生

・東日本大震災復興支援事業開始

・スポーツ基本法の制定

24 2012

・公益財団法人千葉県体育協会へ移行

・千葉県スポーツ推進委員連合会へ改名
・ちばアクアラインマラソン２０１２開催
・毎年１０月をスポーツ立県ちば推進月間に指定
・平成２６年度全国高等学校総合体育大会千葉県実行委

員会設立

・2012ロンドンパラリンピック大会水泳競技で金メダルに輝
いた田中康大選手に県民栄誉賞を授与
・第30回ロンドンオリンピック大会銀メダリスト道男子60Kg

級平岡拓晃選手、フェンシング男子団体フルーレ三宅諒
選手、体操競技男子団体加藤凌平選手、田中佑典選手、
水泳競技男子400ｍメドレーリレー藤井拓郎選手に千葉
県知事賞を授与

・第13回世界ソフトボール選手権大会で金メダルに輝いた
大久保美紗選手、関友希央選手、峰幸代選手に県知事
賞を授与

（ロンドンオリンピック）
・「スポーツ基本計画」策定

25 2013 ・千葉県体育・スポーツ推進事業開始
・長嶋茂夫氏がプロ野球会への貢献による国民栄誉賞受

章

・2020年夏季オリンピック・パラリンピック開催地
が東京に決定
・第2期教育振興基本計画

・子どもの貧困対策の推進に関する法律
・運動部活動ガイドライン

26 2014

・煌めく青春 南関東総体２０１４の開催
・ちばアクアラインマラソン２０１４開催

・トップ・プロスポーツとの連携「ちば夢チャレンジ☆パス
ポート・プロジェクト」開始
・めざせ東京オリンピックちばジュニア強化事業開始

・第14回世界女子ソフトボール選手権大会で金メダルに
輝いた市口侑果選手に千葉県知事賞を授与
・世界柔道選手権2014チェリャビンスク大会で金メダルに
輝いたベイカー茉秋選手に県知事賞を授与

・第17回アジア競技大会金メダリストの体操競技男子団
体総合齊藤優佑選手、トライアスロン競技女子個人/混合
リレー上田藍選手、混合リレー佐藤優香選手、ラグビー競

技7人制萩澤正太選手に県知事賞を授与

（ソチオリンピック）

・スポーツフォートゥモロー（～2020まで）
・御嶽山噴火

27 2015 ・第25回世界少年野球大会千葉大会開催
・第46回世界体操競技選手権大会で金メダルに輝いた早
坂尚人選手、萓和磨選手に千葉県知事賞を授与

・スポーツ庁設置

・地域における障害者スポーツ普及促進事業
・「改正公職選挙法」公布

28 2016
・ちばアクアラインマラソン２０１６開催

・第３１回オリンピックリオデジャネイロ大会金メダリスト体
操競技男子団体加藤凌平選手、田中佑典選手、柔道男
子９０ｋｇ級ベイカー茉秋選手に県民栄誉賞を授与、第２３

回世界空手道選手権大会６８㎏超級女子組手 金メダル
に輝いた植草歩選手に千葉県知事賞を授与

・熊本地震

（リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック）

29 2017 ・第12次「千葉県体育・スポーツ推進計画」策定

・札幌冬季アジア競技大会
≪県知事賞受賞≫
　須﨑　優衣 ２０１７年シニア世界レスリング選手権

　大会 女子４８㎏級 金メダル
　志々目　愛 ２０１７年ブダペスト世界柔道選手権
　大会 女子５２㎏級 金メダル
　ウルフ　アロン ２０１７年ブダペスト世界柔道

　選手権大会男子１００㎏級 金メダル

・「第2期スポーツ基本計画」策定

30 2018 ・ちばアクアラインマラソン２０１８開催

・女子バレーボール世界選手権２０１８
・第１６回世界女子ソフトボール選手権大会

≪県知事賞受賞≫
・第１８回アジア競技大会
　松元 克央 水泳・競泳 金メダル

　濱村 ゆかり ソフトボール女子 金メダル
　角田 夏実 柔道女子５２ｋｇ級 金メダル
　菅澤 優衣香 サッカー女子 金メダル

　黑木 瑠璃華 ソフトテニス女子団体 金メダル
　大黑田 裕芽 ラグビーフットボール 金メダル
・宇山 芽紅 第３３回世界トランポリン競技選手権

　大会 シンクロナイズド競技女子 金メダル

1 2019

・ラグビーワールドカップ２０１９

・２０１９女子ハンドボール世界選手権大会
・世界柔道選手権大会
・２０１９世界フィギュアスケート選手権大会

・千葉県を含む台風被害
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2 2020

≪県知事特別賞受賞≫
・ピーター“ラピース”ラブスカフニ　ラグビーワールド
　カップ２０１９日本大会決勝トーナメント初進出

≪県知事賞受賞≫
・横田 葵子 第３７回世界新体操競技選手権大会

　金メダル
・鈴木 雄介 第１７回世界陸上競技選手権大会

　金メダル

・小学校、特別支援学校小学部学習指導要領改訂

4 2022

・「千葉県総合計画」策定
・組織改正
　環境生活部スポーツ文化局生涯スポーツ振興課、

　競技スポーツ課設置
　教育庁教育振興部保健体育課設置

・第１３次「千葉県体育・スポーツ推進計画」策定
・ちばアクアラインマラソン２０２２開催

・ワールドマスターズゲームズ関西

・「第3期スポーツ基本計画」策定

・高等学校、特別支援学校高等部
　学習指導要領改訂

（北京冬季オリンピック・パラリンピック）

5 2023 ・第１９回ＦＩＮＡ世界水泳選手権大会

6 2024
（パリオリンピック・パラリンピック）

7 2025

8 2026

・東京オリンピック・パラリンピック競技大会

≪県民栄誉賞受賞≫
　市口 侑果　ソフトボール 金メダル

　ウルフアロン　柔道（男子）100kg 級  金メダル外
　近藤 健介　野球 金メダル

　須﨑 優衣　レスリング（女子）フリースタイル50kg級
　金メダル

　橋本 大輝　体操競技（男子）個人総合 金メダル外
　里見 紗李奈　バドミントン（女子）シングルス

　金メダル外
　鈴木 孝幸　水泳（男子）１００ｍ自由形 金メダル外
≪県知事特別賞受賞≫

　峰 幸代　ソフトボール 金メダル
　国枝 慎吾　車いすテニス（男子）シングルス

　金メダル
≪県知事賞受賞≫

　安藤 美希子　ウエイトリフティング（女子）59kg 級
　銅メダル

　稲見 萌寧　ゴルフ（女子） 銀メダル
　萱 　和磨　体操競技（男子）団体 銀メダル外

　谷川 航　体操競技（男子）団体 銀メダル
　並木 月海　ボクシング（女子）フライ級 銅メダル
　赤穂 ひまわり、林咲 希、宮崎 早織、宮澤 夕貴、

　三好 南穂　バスケットボール（女子） 銀メダル
　小川 和紗 柔道（女子）７０ｋｇ級 銅メダル

　杉野 明子 バドミントン（女子）シングルス
　銅メダル外

　鈴木 朋樹 陸上競技ユニバーサルリレー　銅メダル
　村山 浩　 バドミントン（男子）ダブルス 銅メダル

　高橋 和樹 ボッチャ（混合）ペア 銀メダル
　廣瀬 隆喜 ボッチャ（混合）チーム 銅メダル

　川原　凜、香西 宏昭 車いすバスケットボール
　（男子）銀メダル

　池崎 大輔、今井 友明、羽賀 理之車 いすラグビー
　（混合）銅メダル
・千葉ジェッツふなばしＢ.ＬＥＡＧＵＥ年間チャンピオン

・中学校、特別支援学校中学部学習指導要領改訂20213

第

13

次

計

画

第

12

次

計

画
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≪ 用 語 解 説 ≫ 

 

アーバンスポーツ 

エクストリームスポーツ※の中で、都市での開催が可能なものとして、音楽、ファッショ

ンなど遊び感覚の高い若者文化と共に進化するものと捉えることができます。種目として

は、ボルダリング、ＢＭＸ、スラックライン、パルクール、スケートボード、３×３など

を例として挙げることができますが、特に種目などを限定するものではありません。 

（スポーツ庁 アーバンスポーツツーリズム推進に向けた論点整理 アーバンスポーツツー

リズム研究会） 

※エクストリームスポーツ 

過激な速度や高度をはじめ、物理的に難易度が高い目標などに挑戦する危険性の高いス

ポーツの総称です。Ｘスポーツとも表記します。 

 

アスレティックトレーナー 

 スポーツドクター及びコーチの緊密な協力のもとに、スポーツ選手の健康、管理、障害

予防、スポーツ外傷、障害の応急処置、リハビリテーション及び体力トレーニング等を担

当するに値するスポーツ医学に関する資格または知識・技能を有する方のことです。 

 

新しい生活様式 

 本計画においては、日常生活と新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を両立し

ていく取組や生活様式に加え、スポーツイベントの入場制限やデジタルを取り入れた活動

など、新型コロナウイルス感染症の影響により変化した関わり方や取組を含めた生活様式

のことをいいます。 

 

運動器 

骨、関節、筋肉や神経等で構成される身体活動を担う器官のことです。 

 

ガバナンス 

「スポーツ団体ガバナンスコード」は，適切な組織運営を行う上での原則・規範を示す

ものです。 

 

健康寿命 

一生のうち、健康で支障なく日常の生活を送れる期間のことです。 

 

健康ちば２１（第２次） 

健康増進法第８条の規定による都道府県健康増進計画で県民の健康づくりに関する施策

について定めた基本的な計画のことです。 
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広域スポーツセンター 

広域スポーツセンターとは、各都道府県において広域市町村圏内の総合型地域スポーツ

クラブの創設や運営、活動とともに、圏内におけるスポーツ活動全般について、効率的な

支援を行う役割を担うものです。総合型地域スポーツクラブの創設、育成に関わり、そし

て良きアドバイザーとして広域スポーツセンターを有効に活用することが望まれます。 

 広域スポーツセンターは、今後の各都道府県における広域市町村圏のスポーツ振興を担

う中核的組織として期待されるものであり、文部科学省では、平成 11年度から、育成モ

デル事業を実施しています。 

 

広域的スポーツ施設 

隣接した市町村区域で広域的に使用される大規模施設で、全国規模の大会開催もできる

地域のスポーツ活動の拠点施設です。 

 

高齢化率 

総人口に占める６５歳以上の人口の割合のことです。 

 

スポーツ・インテグリティ 

ＪＳＣの定義によれば、スポーツにおける「インテグリティ」とは、スポーツが様々な

脅威により欠けることなく、価値ある高潔な状態を指します。脅威の例として、ドーピン

グ、八百長、違法賭博、違法薬物、暴力、各種ハラスメント、差別、団体のガバナンスの欠

如等があります。 

 

スポーツツーリズム 

スポーツを「観る（観戦）」「する（楽しむ）」ための移動だけではなく、地域の魅力ある

観光資源やスポーツを「支える」人々との交流や地域連携も付加した旅行スタイルです。 

 

スポーツドクター 

公益財団法人日本体育協会公認スポーツドクター等の資格を保有する者のことです。 

 

スポーツファーマシスト 

最新のアンチ・ドーピング規則に関する知識を有する薬剤師のことです。 薬剤師の資格

を有した方が、（公財）日本アンチ・ドーピング機構が定める所定の課程（アンチ・ドーピ

ングに関する内容）終了後に認定される資格制度です。 

 

セカンドキャリア 

 アスリート引退後のキャリアのことです。 
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総合型地域スポーツクラブ 

人々が、身近な地域でスポ－ツに親しむことのできる新しいタイプのスポーツクラブで、

子どもから高齢者まで（多世代）、様々なスポーツを愛好する人々が（多種目）、初心者か

らトップレベルまで、それぞれの志向・レベルに合わせて参加できる（多志向）、という特

徴を持ち、地域住民により自主的・主体的に運営されるスポーツクラブです。 

それぞれの地域において、スポーツの振興やスポーツを通じた地域づくりなどに向けた

多様な活動を展開し、地域スポーツの担い手としての役割や地域コミュニティの核として

の役割を果たしています。 

 

中核的スポーツ施設 

県全域にわたるスポーツ事業を実施する施設であり、主として国際的、全国的なスポー

ツ大会の開催をはじめ、競技選手の養成、スポーツに関する研究、情報の収集・提供等を

行います。 

 

手をつなぐスポーツのつどい 

千葉県・千葉県障がい者スポーツ協会・千葉県知的障害者福祉協会・千葉県手をつなぐ

育成会が主催する知的障害者のスポーツイベントのことです。 

 

ねんりんピック 

スポーツや文化種目の交流大会を始め、健康や福祉に関する多彩なイベントを通じ、高

齢者を中心とする国民の健康保持・増進、社会参加、生きがいの高揚を図り、ふれあいと

活力ある長寿社会の形成に寄与するため、厚生省（現・厚生労働省）創立５０周年に当た

る昭和６３年から毎年開催されています。 

 

フレイル 

フレイルとは、健康な状態と要介護状態の中間の段階を指します。 

 年齢を重ねていくと、心身や社会性などの面でダメージを受けたときに回復できる力が

低下し、これによって健康に過ごせていた状態から、生活を送るために支援を受けなけれ

ばならない要介護状態に変化していきます。 

 

ユニバーサルスポーツ 

障害の有無や年齢に関係なく、様々な人が一緒にできるレクリエーションの性質を含む

スポーツのことです。（ボッチャ、ペタンク等） 

 

幼児期運動指針 

「多様な動きが経験できるように様々な遊びを取り入れる」「楽しく体を動かす時間を

確保する」「発達の特性に応じた遊びを提供する」をポイントとしています。 

（平成２４年３月文部科学省・幼児期運動指針策定委員会 策定） 
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幼児期の終わりまでに育ってほしい姿 １０項目 

 文部科学省では、幼児の発達等の状況を踏まえながら、幼児期の終わりまでに育ってほ

しい幼児の具体的な姿として、次の内容について示しています。 

「健康な心と体」「自立心」「協同性」「道徳性・規範意識の芽生え」 

「社会生活との関わり」「思考力の芽生え」「自然との関わり・生命尊重」 

「数量・図形、文字等への関心・感覚」「言葉による伝え合い」「豊かな感性と表現」 

 

ロコモティブシンドローム 

加齢に伴う筋力の低下や関節や脊椎の病気、骨粗しょう症などにより運動器の機能が衰

えて、要介護や寝たきりになってしまったり、そのリスクの高い状態を表す言葉です。 

 

ＷＰＮ（ワールドクラス・パスウェイ・ネットワーク） 

将来性の豊かなジュニアアスリートを発掘・育成していくための中長期的な育成システ

ムを支援することを目的とした、地域タレント発掘・育成事業や競技団体などとの連携・

協働の基本となる組織のことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


